
 
 

「岩手の幸福に関する指標」研究会設置要領 

（名称） 

第１条 本研究会は、「岩手の幸福に関する指標」研究会と称する。 

 

（目的） 

第２条 岩手の幸福に関する指標の策定等に当たり、専門的観点から研究・調査を行う。 

 

（所掌事務） 

第３条 研究会の所掌事項は次のとおりとする。 

（１）岩手の幸福に関する指標の検討 

（２）その他関連事項 

 

（組織） 

第４条 研究会の委員は別表に掲げる者とする。ただし、座長が必要と認めた場合は、オ

ブザーバーとして行政機関の職員や学識経験者等を参加させることができるものとする。 

 

（座長） 

第５条 研究会には座長を置き、座長は研究会で選任するものとする。 

 

（職務等） 

第６条 座長は、研究会の議長となり、会務を総理する。 

 

（事務局） 

第７条 研究会の事務局は、岩手県政策地域部政策推進室に置く。 

 

（補則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、研究会の運営に必要な事項は、別途協議のうえ定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28 年４月５日から施行する。 

  



 
 

別表 

 

（研究会委員） 

氏名 役職名 

竹村 祥子 岩手大学人文社会科学部 教授 

谷藤 邦基 株式会社イーアールアイ 監査役 

山田 佳奈 岩手県立大学総合政策学部 准教授 

吉野 英岐 岩手県立大学総合政策学部 教授 

若菜 千穂 特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センター 常務理事 

 

（アドバイザー） 

氏名 役職名 

広井 良典 京都大学こころの未来研究センター 教授 

 

 

（敬称略 50 音順） 

 


